
        

 

 

 

東 京 都 環 境 影 響 評 価 条 例（抜粋） 
                      

昭和５５年１０ 月２０日 

                     東 京 都 条 例 第 ９ ６ 号 

改正 平成７年３月１６日 

改正 平成１０年１２月２５日 

改正 平成１２年１０月１３日 

改正 平成１４年７月３日 

改正 平成２５年３月２９日 

 

第五章 審議会 

 

（設置） 

第６９条 この条例によりその権限に属させられた事項並びに知事の諮問に応 

じ環境影響評価及び事後調査に関する重要事項を調査審議させるため、知事 

の附属機関として、審議会を置く。 

 

（組織） 

第７０条 審議会は、委員４０人以内をもって組織する。 

２ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を

置くことができる。 

３ 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

 

（専門員） 

第７１条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門員を

置くことができる。 

２ 専門員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

 

（委員等の任期） 

第７２条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

２ 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。 

３ 専門員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。 

 

（会長の選任等） 

第７３条 審議会に会長を置く。 
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２ 会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代

理する。 

 

（招集） 

第７４条 審議会は、知事が招集する。 

 

（運営事項の委任） 

第７５条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

東 京 都 環 境 影 響 評 価 審 議 会 規 則 
 

昭 和 ５ ６ 年 ４ 月 １ 日 

東 京 都 規 則 第 ７ ０ 号 

改正 平成１１年３月１０日 

改正 平成１２年３月３１日 

改正 平成１４年１２月６日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都環境影響評価条例（昭和５５年東京都条例第９６

号）第７５条の規定に基づき、東京都環境影響評価審議会（以下「審議会」

という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議） 

第２条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で

決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（部会） 

第３条 審議会は、所掌事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置く

ことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会は、部会長が招集する。 

５ 部会長は、部務を掌理し、部会における調査審議の経過及び結果を審議会

に報告する。 

６ 部会の会議については、前条の規定を準用する。 

 

（専門員の部会への所属） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、専門員を部会に所属させること

ができる。 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、環境局において処理する。 
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（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

 

附則（昭和５６年規則第７０号）  

この規則は、公布の日から施行する。 

附則（平成１１年規則第３７号） 

  この規則は、平成１１年６月１２日から施行する。 

附則（平成１２年規則第２００号） 

  この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則（平成１４年規則第２７９号） 

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 



 

東京都環境影響評価審議会の運営に関する要綱 
                   平成１２年 ２月２３日 会長決定 

                   平成２８年１２月２２日 改  正 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東京都環境影響評価審議会規則（昭和５６年東京都規則 

第１３４号。 以下「規則」という。）第６条の規定に基づき、東京都環境影

響評価審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（部会長の職務代理） 

第２条 部会長に事故がある時は、当該部会に属する委員のうちから、あらか

じめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（分科会） 

第３条 部会は、所掌する事案に係る特定の事項を検討させるため、必要に応

じ、分科会を置くことができる。 

２ 部会が分科会を設置したときは、部会長は、その旨審議会に報告する。 

３ 分科会は、当該部会に属する委員、臨時委員及び専門員のうちから、部会

長の指名する者をもって構成する。 

４ 分科会に座長を置き、座長は、当該分科会に属する委員のうちから、部会

長が指名する。 

５ 分科会は、部会長が招集する。 

６ 分科会の座長は、部会から付託された事項の検討の経過及び結果を部会に

報告する。 

 

（項目担当委員） 

第４条 部会は、当該部会の審議に資するため、必要に応じ、特定の項目を調

査検討させるための項目担当委員を置くことができる。 

２ 項目担当委員は、当該部会に属する委員、臨時委員及び専門員のうちから

部会長が指名する。 

３ 各項目担当委員は、部会から付託された特定の項目について、項目ごとに

調査検討の経過及び結果を部会に報告する。 

 

（会議） 

第５条 審議会、部会及び分科会の会議は公開とする。ただし、東京都情報公 

開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「公開条例」という。）第７条に

規定する非開示情報に係る案件を審議する場合にあっては、その理由を明らか

にした上で、一部又は全部を非公開とすることができる。 
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２ 前項ただし書に基づく非公開は、会長、部会長又は座長が、それぞれ審議

会、部会又は分科会に諮って決定する。 

 

（審議会の会議の傍聴） 

第６条 審議会、部会又は分科会の会議を傍聴しようとする者が会議場に入室

するときには、傍聴券を事務局職員に提示させるものとする。 

２ 傍聴券は、会議の当日受付で、報道関係者及び報道関係者以外の者の別に、

それぞれ先着順に１人１枚を交付する。 

３ 会長、部会長又は座長は、必要があると認めるときは会議ごとに、あらか

じめ報道関係者以外の者に交付する傍聴券の数を定めることができる。 

４ 会長、部会長又は座長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に議事を

妨害しないよう注意するなど必要な指示をし又は事務局職員に指示させるこ

とができる。 

５ 会長、部会長又は座長は、前項の指示をしたにもかかわらず、会議の運営

が困難であると認めるときは、傍聴人を退出させることができる。 

 

（会議録等） 

第７条 会長、部会長又は座長は、それぞれ審議会、部会又は分科会の会議ご

とに、会議録を事務局に作成させるものとする。 

２ 前項の会議録は、公開とする。ただし、公開条例第７条の非開示情報に該

当する部分については、非公開とすることができる。 

３ 前項ただし書に基づく非公開は、その根拠を明らかにすることとする。  

４ 前２項の規定は、審議会、部会及び分科会の会議に係る審議資料について

準用する。 

 

 附則 

 １ この要綱は、平成１２年３月１日から施行する。 

 ２ 公開条例施行以前に開催された審議会の会議録及び審議資料並びに部会

及び分科会の会議録、会議要録及び審議資料については、東京都公文書の

開示等に関する条例（昭和５９年条例第１０９号）第９条第６号の規定に

基づき非開示と決定したものは、開示しないこととする。 

 

 附則 

 この要綱は、平成２８年１２月２２日から施行する。 


